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農協の現状と課題について
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・ 農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の
向上を図り、もって国民経済の発展に寄与すること。

◆農協系統組織図

都道府県レベル都道府県レベル 全国レベル全国レベル

都道府県農業協同組合
中央会（県中）【４７】

都道府県農業協同組合
中央会（県中）【４７】

全国農業協同組合
中央会(全中）

全国農業協同組合
中央会(全中）

経済農業協同組合連合会
（経済連）【８】

経済農業協同組合連合会
（経済連）【８】 全国農業協同組合

連合会(全農）

全国農業協同組合
連合会(全農）

信用農業協同組合
連合会（信連）【３６】

信用農業協同組合
連合会（信連）【３６】 農林中央金庫

（農林中金）

農林中央金庫
（農林中金）

全国共済農業協同
組合連合会（全共連）

全国共済農業協同
組合連合会（全共連）

【７４０】

経済事業

信用事業

共済事業

注１：総合農協数は系統参加組織数。全中調べ（平成2１年４月１日現在）
注２：組合員数は、農林水産省調べ（平成19事業年度）
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１ 農協の現状
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（単位：千人）

組合員 計

正組合員

准組合員

正組合員： 農業者（農民又は農業を営む法人）

准組合員： 農協の地区内の住民などで、農協の事業を利用する

ものなど（議決権はない）

◆組合員数の推移

◆農協法の目的

資料：総合農協統計表（農林水産省協同組織課）

・ 農協には、上記の総合農協とは別に、専門農協（信用事業を行わず、畜産、酪農、園芸といった特定の生産物の販売・購買事業のみを行う農協）が
ある。専門農協数は、783。組合員数は、279千人（正：207千人、准：72千人）。資料：「18年度専門農協統計表」（農林水産省協同組織課）

（本資料において「農協」という場合は、特に断りがない限り総合農協のことを指している。）

◆専門農協
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・組合員の農業経営・技術向上に関する指導

・生命共済、火災・建物更生共
済、自動車共済、農作業中傷
害共済等

・貯金等の受入れ、営農・生
活資金の貸付け

営農指導事業営農指導事業

・ 農協は、組合員の利便性の向上を図る観点から、経済事業、信用事業、共済事業などを総合的に営み、窓口を一元
化して組合員の営農、生活に必要なサービスを提供している。

２

信用事業信用事業

共済事業共済事業

預貯金残高(平成19年度)

生命保険（共済）保有契約高
（平成１9年度）

営農指導員数 14,323人（平成19年度）

農業関係農業関係

生活その他生活その他

・石油、ＬＰガス、
食料品などの供
給

生活物資
購買事業

生活物資
購買事業

・病院・診療所の設
置・運営、健康管理
活動の実施

医療事業医療事業

・ホームヘルプ、
デイサービス
などの実施

老人福祉
事業

老人福祉
事業

・肥料、農
薬、飼料、
農業機械

などの供給

生産資材
購買事業

生産資材
購買事業

・米穀、青果
物、畜産物な
ど組合員の
生産する農
産物の販売

販売事業販売事業
・共同防除、農作業受託、
受託農業経営などの実施

農業
生産
事業

農業
生産
事業

・カントリーエレベーター、
共同育苗施設、青果物集
荷施設、農産物直売施設
などの設置・運営

共同
利用
施設

共同
利用
施設

・精米、漬物製造、食肉加
工、乳業、製茶など組合
員が生産した農産物の加
工

加工
事業

加工
事業

農協のシェア
販売事業計 45,024
　 うち米 10,223 55%
　 うち野菜 12,112 60%

生産資材計 22,984

　 うち肥料 2,975 80%
　 うち農薬 2,407 61%

（単位：億円、％）
農協の取扱高

農協

∥

総合事業体

経済事業経済事業

◆農協の事業

農協合計 ８２兆円

ゆうちょ銀行 １８２兆円

三菱東京ＵＦＪ銀行 １０２兆円

三井住友銀行 ６６兆円

みずほ銀行 ５４兆円

類似業態

農協合計 １８５兆円

日本生命 ２２３兆円

第一生命 １７４兆円

住友生命 １４４兆円

明治安田生命 １２６兆円

類似業態

（平成17年度）



・ ピーク時の３０万人台から、現在は２２万人台に減少。

・ 事業別では、購買事業担当が大きく減少する反面、共済事業担当が着実に増加。

３

247,379

職員数（人）

286,377
300,162

284,433

226,008

257,645

(23.8%)

(4.7%)

(28.9%)

(7.5%)

(6.3%)

(26.4%) (25.6%) (25.6%)
(25.9%)

(100%)

(26.2%)

(6.1%)

(8.1%)

(19.5%)

(6.1%) (10.5%) (14.2%)
(17.2%)

(100%)
(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(28.9%)

(19.0%)

(19.7%)
(20.4%)

(22.3%)

(31.9%)

(6.9%)

(6.5%)
(6.5%)

(33.4%)
(31.6%)

(6.7%)

(5.9%)

(6.0%)
(6.8%)

(28.1%)

(6.3%)
(7.1%)

(23.6%)

◆農協の職員数

資料：総合農協統計表（農林水産省協同組織課）



○ 農協の収益構造

252
178

264

▲ 104 ▲ 62-200

-100

0

100

200

300

信用 共済 農業関係 生活その他 計

経済事業

百万円

平成１９事業年度部門別損益（１組合当たり）

○ 最近における主な農協事業改革の成果

４

年 月 事 項

平成８年１２月
・信用事業について、最低自己資本の義務付けなど銀

行と同レベルの規制を義務付け

平成１３年６月
・信連等に経営管理委員会の設置を義務付け

・農協・信連・農林中金が一つの金融機関のように機
能する仕組み（ＪＡバンクシステム）を構築

平成１５年３月
・「農協のあり方についての研究会」が経済事業の改革

を提言

平成１６年６月
・共済事業について、利用者への商品特性の説明や

ディスクロージャーの義務付けなど保険会社と同レベ
ルの規制を義務付け

平成１７年１２月

・偽装表示、コメの横流しなど度重なる不祥事に伴う業
務改善命令（同年１０月）を受け、全農が改善計画を
提出（平成２１年４月時点で、要員削減計画を除き改
善項目を達成）

平成１９年４月
・農水省と協議の上、公正取引委員会が農協の独占禁

止法ガイドラインを公表

平成２０年１２月
・全中が、農水省の指導を受けて専任の公認会計士を

２４年に６倍の３０人（大手監査法人並み）に増加させ
る等の監査に関する行動計画を公表

・ 信用事業・共済事業については、他業態並みの規制の導入等に取り組み、一定の成果。
・ 経済事業については、依然赤字構造。

◆農協事業改革の改革

資料：総合農協統計表（農林水産省協同組織課）

（注）各部門の損益については、営農指導事業部門の経費を配賦した後のものである。



○ 購買事業

連 合 会

農 協

農家組合員

５

○ 販売事業
・ 従来農協の経済事業（農業関係）は、比較的均質で小規模な農業者が地域の大多数を占めるという構造を前提と

して、これらの農業者の生産以外の分野（生産資材の供給、農産物の流通等）をまとめて実施することによってメリット
を出すことを目的に無条件委託販売、平均売り、共同計算等の基本的考え方により運営されてきた。

◆従来の経済事業運営の基本的考え方

○ 購買事業の基本的考え方○ 販売事業の基本的考え方

流通業者

【平均売り】

値崩れを起こさないよう
年間平均して販売

【無条件委託販売】

生産物を無条件で販売
委託

【無条件委託販売】

【共同計算】

年間を通じて販売された結果の全
額をプールして各農家に単位当た
り同一の条件で販売結果を分配

【共同計算】

農家組合員

農 協

連 合 会

メーカー、肥料等販売業者

【実費主義】

仕入値に実費手数料を
加算して供給価格とする

【予約注文】

計画購買の前提として予
約注文を積み上げるもの

▲手数料

▲手数料 ＋手数料

【予約注文】

注文

供 給

供 給

供 給

＋手数料



注：農林水産省調べ

○ 組合員数別農協数

・ 農協系統においては、経済社会情勢の変化に対応して経営基盤の強化等を図るため、農協の合併を進めている。
・ 現在の農協数は、７４０農協（平成２１年４月１日現在）で、複数の市町村を区域とする広域合併が相当程度進展。

・ 県毎、地域毎に合併の進展に差があり、組合員数が５万人を超える農協のみという地域がある一方、数千人規模の農協
が多数ある地域もある。

６

○ １組合当たりの組合員数が多い県と少ない県

注：農林水産省調べ

3,0146,1116,2926,6877,015

31,139
44,965

69,366
87,848

118,505

0
20,000
40,000
60,000

80,000
100,000
120,000

沖縄 奈良 香川 岐阜 広島
（７）（１） (13）

徳島
(16)

福井 石川
(14)

青森
(17)

北海道
(18) (110)

(人)

（１） （２）

(多い県) (少ない県)

○ 総合農協数の推移

◆農協合併の状況

注：農林水産省調べ

（平成19年度）

（平成19年度）

注：農林水産省調べ（平成21年は全中調べ）

12,050

6,049

4,528

3,073
2,006 1,039 839 740
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
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・ 組合の規模（総組合員数）と事業ごとの収益の関係を見ると、①共済・信用事業では組合の規模が大きいほど利益が大
きくなる傾向があるが、②経済事業では規模と利益との間にさほど相関がない。

・ 組合の合併が進む中で経済事業の今後の事業モデルをどうするか、検討する必要。

７

相関係数：
0.56007

◆組合の規模と事業収益の関係



２ 農協事業の課題

・ 農業従事者が減少・高齢化するとともに、耕作放棄地も増加。

（１）生産面の変化
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％

資料：農林水産省「農林業センサス」

◆耕作放棄地の推移

８

◆販売農家における従事者の年齢構成

（万人）

資料：農林水産省「農林業センサス」



・ 他方で、農業生産法人などの担い手が増えてきているが、農協の事業に対しては不満が多くみられる。

・ また、農外からの参入者も含め新規就農者も増えてきており、農業者のニーズも多様化している。

・ 農協系統は、このような農業者の多様化するニーズを踏まえ、どのように事業を展開すべきか検討が必要。

◆新規就農者の推移

自営農業就農者：農家世帯員で、新たに自営農業に従事した者

新 規 参 入 者：土地や資金を独自に調達して就農した者（≒農外からの新規就農者）

雇 用 就 農 者：農業法人等に常雇い（年間７ヶ月以上）として新たに就農した者

（単位：千人）

15.7 48.0 77.1 81.1 78.9 72.4 64.4

- - - - - 2.2 1.8

- - - - - 6.5 7.3

15.7 48.0 77.1 81.1 78.9 81.0 73.5

雇用就農者

合　　計

新規参入者

19

自営農業就農者

16 17 18127
 　　　　　　　　 年

　区分
平成2

農林水産省 「農業センサス」、「農業構造動態調査」、「新規就農者調査」

（注１）：１７年以前の新規参入者は、自営農業就農者に含まれる。

（注２）：雇用就農者は、１７年から調査を実施。

15.5

55.2

56.3

60.6

25.2

16.7

0 10 20 30 40 50 60 70

住宅の確保

資金の確保

農地の確保

営農技術の習得

就農地の選択

相談窓口さがし

◆農業経営の開始に当たり苦労した事項

資料：農林水産省「平成19年新規就農者就業状態調査」（平成19年1月1日）

（新たに農業を開始した者：複数回答）

９

1,144 1,157
1,626 1,335 1,496 1,782

2,694

1,569
2,001

2,167 2,797

4,366

5,961

6,896
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5,889

7,904
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27 21
23

18 27
41
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8,000
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昭４５ 昭５５ 平２ 平７ 平１２ 平１７ 平２０

←農事組合
    法人

←合名・合
　 資・合同
   会社

←有限会社

←株式会社

資料：農林水産省経営局調べ
注1：各年１月１日現在
注2：平成20年の有限会社は特例有限会社の法人数である。

◆生産法人数の推移

◆担い手農家の農協に対する意識

必要性 満足度

① ② ① ②

市場販売 80% 92% 29% 54%

直売所 79% 94% 37% 56%

量販店等 79% 92% 28% 47%
①：対法人協会会員アンケート（19年７月）全中調べ
②：対ＪＡ青年部アンケート（21年３月）全中調べ



・ 食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地を確保し、その有効利用を図るため、制度の基本を「所有」か
ら「利用」にするなど、農地制度を改正（今国会に農地法等の一部を改正する法律案を提出中」）。農協も借地により農業
経営が可能となる。

・ 農協系統には、①今後リタイアする組合員等を含め、農地の「出し手」のニーズを取りまとめること、②担い手の不足する
地域で組合員のニーズに基づき自ら農業経営を担うこと、が求められる。さらに、農地法改正により可能となる多様な集落
営農法人に対して農協としてどのようなサービスを行うかも課題。

○ 農地法改正による多様な集落営農法人のイメージ

１０

米麦農産 ふるさとふぁーむ

◆「平成の農地改革」による農地の有効利用の促進



・ 農産物の流通は多様化してきており、加工品や外食向けの需要が拡大している。

・ このような中で、農協の品目別取扱高は近年停滞・減少傾向。

（２）流通面の変化

Ｓ６０ Ｈ７ Ｈ１７

野菜 87.4 80.5 75.2

果実 81.4 63.4 48.3

Ｓ６０ Ｈ７ Ｈ１７

米 25,894 19,695 10,272

野菜 10,239 12,754 11,870

畜産物 14,813 11,635 11,935

（単位：億円）

資料：「総合農協統計表」農林水産省協同組織課

◆農協の品目別取扱高の推移◆食品産業をめぐる構造（食料供給構造）

（単位：％）

資料：農林水産省流通課調べ

◆卸売市場経由率の推移

（注）国内で流通した加工品を含む国産及び輸入青果物のうち、
卸売市場を経由したものの数量割合の推計。

１１



・ 他方で、農産物直売所における地産地消の取組も拡大。

・ 農協が運営する直売所の販売額は平均でも１億円を超え、なかには２５億円を超えるものも現れている。

資料：平成19年農産物地産地消等実態調査（農林水産省統計情報部）

１２

◆地場産農産物の販売に当たっての課題◆農協による農産物直売所の設置数

◆運営（経営）主体機関別の年間販売額（１直売所当たり）

資料：平成19年度農産物地産地消等実態調査（農林水産省統計情報部）

（設置農協数：529組合）

資料：全中調べ（20年度）

資料：2005年農林業センサス

全国の直売
所設置数：

13,538カ所
農協による直
売所設置数：

2,137カ所



・ 我が国の食料の自給力を向上させるため、米粉用、飼料用の米生産や麦・大豆の生産拡大により水田をフル活用して
いくことが必要。

・ これらの生産拡大に当たって、生産・流通・販売の各方面での農協系統の一層の取組が重要。

◆水田のフル活用

１３

○ 米の出荷販売数量に占める農協のシェア（19年産米）： 約６０％

資料：農林水産省調べ



・ 以上のように流通が多様化する中で、農業者は農協に対して農畜産物の販売力強化を期待。

・ また、農協は、生産コストの縮減に向けた生産資材価格の引き下げなども強く求められている。
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営農指導との連携強化

● 農協の農業生産資材の供給に期待すること● 農協の農畜産物の集荷や販売事業に期待すること

◆農業者の意識（平成20年度農林水産省調べ）
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３ 地域の「新たな芽」

・ 今後の農協事業のあり方を考えるに当たっては、農政の新たな展開方向を踏まえながら農協内部の「新たな

芽」を検討し、これを全国的に展開させるための課題を詰めていくことが最も有効。

◆各地域で展開される「新たな芽」の例

○ 一部の広域化した大規模農協では大規模農家への出向く活動を強化したり、農協が法人を設立し担い手が不足する

地域での営農継続や新規就農を支援するなどの例がみられる。

① 農協の専任担当者が大規模農家への訪問活動を行い、経営全般の相談に対応 【鹿児島県：Ｓ農協】

② M県では中央会が中心となって県域全体で組合員農家の経営診断を実施 【M県中央会、県内農協】

③ 遊休農地が拡大していた地域で農協出資法人が営農を行うとともに新規就農者の研修を実施 【長野県：M農協】

これらの取組を他の大規模農協や中小規模の農協にも広げるためにはどうすべきか。

【取組例】

１ 農業とのつながりの確保
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○ 中小規模農協では、営農指導を強化しながら量販店や加工・業務用業者との直接販売に取り組む例がみられる。こ
のような農協では、契約に基づき生産者から生産物を買い取り、農協がリスクをとって販売している例もみられる。

（２）実需者への直接販売（２）実需者への直接販売

① 農協が量販店などとの直接取引を拡大。直接取引では、農協は生産者に対して事前に引取価格を提示 【千葉県：Ｔ農協】

② えだまめを生産者から一定価格で買い取り、冷凍処理加工することにより実需者へ通年で安定的に供給 【北海道：Ｎ農協】

③ 食品製造業者のニーズを把握し、加工・業務用キャベツの契約取引を実施 【北海道：Ｓ農協】

④ 衛星画像解析を活用して加工適性の高い酒米を生産し、地元の酒造会社との契約栽培を拡大。品質によって引取価格を差別化 【新
潟県：Ｅ農協】

【取組例】

○ 直売所（ファーマーズマーケット）での地産地消の取組は全国の農協でみられるが、一部の大中規模農協では、さらに
地元企業と連携して販売を行うなどステップアップした取組がみられる。

（１）地産地消の取組（１）地産地消の取組

① 直売所の農産物を地元の企業の社員食堂に販売 【埼玉県：Ｓ農協】

② 子会社を設立し、直売所の運営から直売所を経由した学校給食への食材供給まで多角的な経営を展開 【岩手県：Ｉ農協】

③ 農協が直売所を設置し、地元の米を原料とした米粉パンを販売 【愛媛県：Ｓ農協】

④ 直売所での販売を通じて組合員の栽培技術を向上し、量販店への直接販売などへ出荷先を拡大 【群馬県：K農協】

全ての農協で地産地消の取組をステップアップするためにはどうすべきか。

【取組例】

２ 地域レベルでの販売力強化
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これらの取組を他の中小規模農協や大規模農協にも広げるためにはどうすべきか。



１７

○ 生協との連携は一部でみられるものの、農協が中心となった農商工連携の先進的な取組事例は少ない。
（注）平成２１年４月までに国の認定を受けた「農商工等事業計画」の中で農協が連携している事例は約１割にとどまっている。

（３）生協や地元食品産業との連携（３）生協や地元食品産業との連携

生協との連携や農商工連携の取組をより多くの農協に広げるためにはどうすべきか。

① 農協、畜産農家と生協が連携して飼料米を活用した豚肉を販売 【山形県：Ｓ農協】

② 地域の生協連合会と協定を締結し、地元の青果物を地元の会員生協へ供給【Ｎ県ほか】

③ 米粉用の米栽培に取り組み、地元の製粉会社へ供給 【新潟県：Ｋ農協】

④ 地元の製造業者と連携して地元産完熟柿を加工した新健康食品を製造・販売 【和歌山県：Ｋ農協】

【取組例】

○ 大規模農家に対して肥料・農薬などの大口割引に取り組む農協が増えている。

○ 大規模農協を中心に生産資材配送を連合会に委託し、物流コストの削減に取り組む例がみられる。

系統全体として効率的な事業運営を行うためには、単協、連合会が各事業においてそれぞれどの

ような機能を担うべきか。

・ 大口利用農家に対して、肥料を工場から直送することにより、流通コストを削減し、価格を引き下げ 【岡山県：Ｏ農協】

・ 生産資材配送を全農に委託するとともに、配送要員を農家への訪問活動要員として配置転換 【長崎県：Ｎ農協】

【取組例】

３ コストの削減


